
ＨＡＣＣＰ取組支援資料（生食用かき）

生食用かきを取り扱う事業者の皆様へ

衛生管理のポイント

生食用かきを取り扱う際は、一般的な衛生管理に加え、かきの生食や、かきを取り扱う際の二次汚染
による食中毒の発生を予防する必要があります。

食品衛生管理ファイル（裏面参照）や手引書と合わせて、お店の衛生管理計画を立てる際の参考としてください。

 １日の使用量を的確に把握し、消費期限内に速やかに提供すること。
 適正に表示された生食用かきを取り扱うこと。
 生食用及び加熱調理用をそれぞれ区分して取り扱うこと。
 保存基準※ を厳守して保管すること。

 購入年月日及び仕入先が分かる伝票等は保管すること。
（ 1年間保管が目安です）

 １日の販売量を的確に把握し、消費期限に余裕をもって販売すること。
 適正に表示された生食用かきを取り扱うこと。
 生食用及び加熱調理用をそれぞれ区分して取り扱うこと。
 生産者から直送されるものについては、定期的に検査成績書を取り寄

せる等して、安全の確認に努めること。
（1年に1度以上、1年間保管が目安です）

 保存基準※を厳守すること。

※ 保存基準…生食用かきは10℃以下、生食用冷凍かきは－15℃以下で保存

飲食店営業者

魚介類販売者

衛生管理計画の作成例は、裏面 ⇒

関係書類の管理

購入年月日・仕入先は、食中毒が起きた際の調査に欠かせないものです。
いつ、どこから仕入れたものか分かるよう、保管管理しましょう。

生産者から直送される生食用かきを扱う場合は、
検査成績書を取り寄せ、安全の確認に努めましょう。



重要管理のポイント
調理や提供に関する衛生管理の方法を、具体的に示したものです。

こちらの作成例はあくまで参考です。
施設に合わせた計画の作成、実行に努めましょう。

衛生管理計画の作成例（東京都の「食品衛生管理ファイル」より抜粋）

小規模な一般飲食店を想定して作成された資材で、「衛生管理計画」と「記録表」
をセットで作成・管理することができます。
東京都のホームページ「食品衛生の窓」からダウンロードできます。

問合せ先 食品事業者のＨＡＣＣＰ取組に関する
ご相談やお問い合わせは、お近くの保健所へ

（保存基準：冷蔵 10℃以下、冷凍 -15℃以下）

食品衛生の窓 ＨＡＣＣＰ取組支援 検索
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